
令
和
元
年
六
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

二

九

一

号

並
行
在
来
線
の
設
備
更
新
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

緑

川

貴

士
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並
行
在
来
線
の
設
備
更
新
に
関
す
る
質
問
主
意
書

新
幹
線
の
延
伸
開
業
に
伴
い
、
国
、
Ｊ
Ｒ
、
各
都
道
府
県
に
よ
る
取
り
決
め
に
従
っ
て
、
Ｊ
Ｒ
は
新
幹
線
開
業
後
に
不
採
算

と
な
る
在
来
線
に
つ
い
て
は
、
新
幹
線
の
延
伸
で
利
益
を
受
け
る
都
道
府
県
が
運
営
す
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
、
そ
の
多
く
が

自
治
体
の
主
導
で
新
設
さ
れ
た
「
並
行
在
来
線
」
と
呼
ば
れ
る
、
第
三
セ
ク
タ
ー
鉄
道
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

並
行
在
来
線
に
か
か
る
設
備
は
並
行
在
来
線
各
社
に
と
っ
て
は
オ
ー
バ
ー
ス
ペ
ッ
ク
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
分
た
ち

の
列
車
を
走
ら
せ
る
た
め
に
は
そ
こ
ま
で
の
設
備
を
必
要
と
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
社
で
電
化
や
複
線
化
の
設
備
更

新
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
今
後
、
大
き
な
費
用
負
担
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
費
用
は
原
則
と
し
て
各
都
道
府
県
と
一
部
の
地
元
自
治
体
が
捻
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
い

る
。

�

並
行
在
来
線
に
つ
い
て
、
過
剰
な
設
備
の
維
持
管
理
を
都
道
府
県
や
地
元
の
自
治
体
に
負
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
何
ら

か
の
形
で
国
が
行
な
う
仕
組
み
づ
く
り
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
と
対
応
に
つ
い
て
伺
う
。

�

北
陸
新
幹
線
の
延
伸
に
よ
っ
て
福
井
県
で
、
ま
た
、
九
州
新
幹
線
（
長
崎
ル
ー
ト
）
の
延
伸
に
よ
っ
て
佐
賀
県
、
長
崎

一



県
に
も
、
将
来
、
並
行
在
来
線
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
設
備
更
新
の
問
題
は
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
く
懸
念
が
あ
る

が
、
国
と
し
て
の
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


